
令和２年高島市教育委員会 
第 ９ 回 定 例 会 議 事 日 程 

 

日 時  令和２年９月２８日（月） 

午後１時３０分 

                場 所  高島市役所 新館２階 教育委員会室 

 

１．教育長あいさつ 

 

 

２．令和２年第８回定例会会議録の承認 

 

 

３．会議録署名委員の指名 

 

         委員      委員 

 

 

４．議事 

日程第１ 議第７４号 令和元年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の 

 点検及び評価結果報告書案        別冊資料 

 

 

５．報告事項 

  報告第１６号 令和２年度「関西文化の日」への参加に伴う近江聖人中江藤樹 
記念館の無料入館日を定めることについて 

 

 

報告第１７号 図書館情報システム更新に伴う図書館の臨時休館について 

 

 

報告第１８号 令和２年９月高島市議会定例会一般質問の概要について 

                                 別冊資料 

 

 

６．今後の日程 
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議第７４号 

 令和元年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価結果

報告書案 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年９月２８日 

                    高島市教育委員会 

                     教育長 上 原 重 治 

                                   
 
   令和元年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価

結果報告書 
 
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）

第２６条の規定により、令和元年度教育に関する事務の管理及び執行の状

況の点検及び評価結果報告書を次のとおり作成することにつき、議決を求

める。 
 

記 
 
 別冊資料のとおり 



報告第１６号  

令和２年度「関西文化の日」への参加に伴う近江聖人中江藤樹記念館の無料入

館日を定めることについて 

 

 近江聖人中江藤樹記念館の設置および管理に関する条例（平成１７年高島市条

例第１２２号）第７条第２項ならびに近江聖人中江藤樹記念館の管理運営に関す

る規則（平成１７年高島市教育委員会規則第３０号）第９条の規定に基づき、近

江聖人中江藤樹記念館の無料入館日を下記のとおり定めることとしたので報告す

る。 

  令和２年９月２８日 

高島市教育委員会       

教育長 上 原 重 治   

 

記 

 

１ 無料入館日 

令和２年１１月１４日（土）および１５日（日） 

 

２ 理由 

  「関西文化の日」は、関西広域連合の主催のもと関西が誇る長い歴史に培わ

れた豊かな文化資源に気軽に触れる機会の提供や、文化が息づく関西を広くア

ピールできる事業であるため。 

 

３ 効果 

  関西広域連合および関西元気文化圏推進協議会が実施する「関西文化の日」

に参加することで当施設を広くＰＲができ、無料入館日以外の日においても来

場が期待できる。 



報告第１７号  

図書館情報システム更新に伴う図書館の臨時休館について 

 

 高島市立図書館の管理運営に関する規則（平成１９年高島市教育委員会規則第

３号）第４条の規定に基づき、高島市立図書館を別紙のとおり臨時休館とするこ

ととしたので報告する。 

  令和２年９月２８日 

                      高島市教育委員会 

                       教育長 上 原 重 治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

 

１ 臨時休館を行う期間 

令和２年１１月１６日（月）から１１月２８日（土）まで 

 

２ 休館理由 

  図書館情報システムの更新を行う際、コンピュータシステムを停止してデー

タの移行や動作検証作業等を行う必要があるため。 

 

３ 根拠規則 

高島市立図書館の管理運営に関する規則第４条に基づき、臨時休館とする。 

 

※高島市立図書館の管理運営に関する規則（抜粋） 

  第４条（開館時間の変更等） 

  蔵書点検その他館長が必要と認めるときは、高島市教育委員会の承認を

得て、開館時間もしくは休館日を変更し、または臨時に開館もしくは休館

することができる。 

 

４ 利用者への周知の方法 

市広報紙やホームページ、防災無線、館内ポスター、チラシ等の掲示  



報告第１８号  

令和２年９月高島市議会定例会一般質問の概要について 

 

 令和２年９月高島市議会定例会一般質問において、教育委員会に関する質問が

あったので質問内容および答弁結果を報告する。 

  令和２年９月２８日 

                      高島市教育委員会 

                       教育長 上 原 重 治 

 

記 

 

 別冊資料のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


